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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 
１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 
「環境影響評価法」第七条の規定に基づき，事業者は環境の保全の見地からの意見を求めるた

め，方法書を作成した旨その他事項を公告し，方法書を公告の日から起算して１月間縦覧に供し

た。 
 
（1）公告の日 

平成23年11月 8日（火） 
 

（2）公告の方法 
① 平成23年11月 8日（火）付けの次の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 別紙－１ 
・秋田魁新報 （通し版 ，朝刊 投稿面10面） 
・朝 日 新 聞 （秋田県版，朝刊 県版面31面） 
・読 売 新 聞 （秋田県版，朝刊 県版面35面） 
・毎 日 新 聞 （秋田県版，朝刊 県域面19面） 
・産 経 新 聞 （秋田県版，朝刊 県版面23面） 
・日本経済新聞 （東北版 ，朝刊 地域面35面） 

 
② 上記の公告に加え，次の「お知らせ」を実施した。 
・関係地域の広報誌への掲載 別紙－２ 
ａ．湯沢市広報「ゆざわ Vol.159 平成23年11月15日号」 
・当社ホームページ（http://yuzawa-geothermal.com）に平成23年11月 8日（火）より
掲示 別紙－３ 
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（3）縦覧場所 

関係地域の自治体庁舎６箇所及び湯沢地熱株式会社１箇所の計７箇所にて縦覧を実施した。 
① 自治体庁舎 
・秋田県生活環境部環境管理課（秋田市山王四丁目１番１号） 
・秋田県雄勝地域振興局福祉環境部(湯沢保健所)（湯沢市千石町二丁目１番10号） 
・湯沢市役所  （湯沢市佐竹町１番１号） 
・湯沢市稲川総合支所 （湯沢市川連町字上平城120番地） 
・湯沢市雄勝総合支所 （湯沢市横堀字下柴田39番地） 
・湯沢市皆瀬総合支所 （湯沢市皆瀬字沢梨台51番地） 

 
② 湯沢地熱株式会社 （湯沢市表町二丁目２番14号） 

 
（4）縦覧期間 

平成23年11月 8日（火）から平成23年12月 7日（水）まで実施した。 
ただし、湯沢地熱株式会社での縦覧以外は、土曜日，日曜日，「国民の祝日に関する法律」

に規定する休日は除いた。 
縦覧時間は，各縦覧場所とも８時30分から17時15分までとした。 

 
(5）縦覧者数 

縦覧者名簿記載者総数     １１名  
（内 訳）秋田県生活環境部環境管理課    １名  

秋田県雄勝地域振興局福祉環境部(湯沢保健所)  ０名  
湯沢市役所   ２名  
湯沢市稲川総合支所    １名  
湯沢市雄勝総合支所   ２名  
湯沢市皆瀬総合支所    ０名  
湯沢地熱株式会社    ５名  

〔注〕縦覧者数は、各縦覧場所に設置した縦覧者記録用紙の記入者数合計を示す。 
また、縦覧場所に備え付けた「環境影響評価方法書のあらまし」の持帰り部数は３６

部であった。 
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２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 
「環境影響評価法の一部を改正する法律」（平成23年法律第27号）第七条の二の規定に基づ
き，施行前ではあるが、方法書の記載事項を周知するための説明会を自主的に開催した。 
説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 別紙－１，２ 

 
（1）開催日時 

平成23年11月 25日（金） 18時30分～20時15分 
 

（2）開催場所 
湯沢市 湯沢文化会館 中ホール（所在地：秋田県湯沢市字沖鶴103番１号） 

 
（3）来場者数 

1５名。 
 
 
３．環境影響評価方法書についての意見の把握 
「環境影響評価法」第八条の規定に基づき，環境の保全の見地からの意見を有する者の意見書

の提出を受け付けた。 
 
（1）意見書の提出期間 

平成23年11月 8日（火）から平成23年12月21日（水）まで 
（縦覧期間及びその後２週間とし、郵便受付は当日消印有効とした。） 
 

（2）意見書の提出方法 別紙－４ 
① 縦覧場所に備え付けた意見箱への投函 
② 事業者への郵送による書面の提出 
 

（3）意見書の提出状況 
提出された意見書はなかった。 
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要とこれに対する

当社の見解 
 
「環境影響評価法」第八条第１項の規定に基づいて，事業者に対して意見書の提出により述べら

れた環境の保全の見地からの意見はなかった。 
従って「環境影響評価法」第九条及び「電気事業法」第四十六条の六第１項の規定に基づく，方

法書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解はない。 
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別紙－１ 
 

日刊新聞紙に記載した公示 
 

○平成23年11月 8日（火）掲載 
・秋田魁新報 （通し版 ，朝刊 投稿面10面） 
・朝 日 新 聞 （秋田県版，朝刊 県版面31面） 
・読 売 新 聞 （秋田県版，朝刊 県版面35面） 
・毎 日 新 聞 （秋田県版，朝刊 地域面19面） 
・産 経 新 聞 （秋田県版，朝刊 県版面23面） 
・日本経済新聞 （東北県版，朝刊 地域面35面） 
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別紙－２ 
ａ．湯沢市広報「ゆざわ Vol.159 平成23年11月15日号」 
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別紙－３ 
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別紙－４ 
 

 


